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（様式２－２）

担当者名 九川 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 坂井 TEL 671-2416

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合

　今回提案頂いた事業は、マンスリーマンション等の地域資源が豊富な西区の地域性を活かし、
主要３機関（区福祉保健センター、生活支援センター、基幹相談支援センター）の役割分担が
しっかりと整理されたうえで実施されている事業と認められることから、生活支援センター事業
費に予算計上を検討します。
　今後、他区においても西区と同様に、区内の福祉サービス等の実施状況、活用できる地域資源
等の地域性を活かし、主要３機関の役割分担をしっかりと整理し、３者合意のうえで実施が見込
める事業について、予算計上を検討していきます。
　事業実施の検討にあたっては、計画段階から局と情報共有をいただきながら進めていただきま
すようお願いいたします。

健康福祉局 障害施設サービス課

◇対応の内容

対応する

提案種別

予算関連

３年

項 目

◇地域ニーズ等の収集手段

7 障害者生活体験事業（西区版生活支援拠点のモデル事業）の推進

◇地域の課題、基礎データ等

　地域生活支援拠点等の機能や、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムでは、障害者が地域の一員として安心して
自分らしい暮らしをすることができるようなシステムの構築が求められています。
　障害のある人が、自分の住みたいと思う地域で、希望に合った暮らしを、安心して続けるためには、自分らしい住まい
の実現に向けて暮らしをイメージし、暮らしを選択できる、多様な体験の機会・場が必要です。
　既存の制度では、病院や施設等からの地域移行や、親元からの自立のための機会とし、宿泊型自立訓練やグループホー
ムといった場があります。しかしながら、これらは、共同生活が前提であったり、施設が区内にない場合は、区外の施設
利用となるため、住み慣れた地域・生活圏を意識した体験には至らず、本人の主体性が発揮されにくいという課題があり
ます。
　西区版生活支援拠点モデル事業は、区内のマンスリーマンションを活用した一人暮らし体験であり、同時に家事援助ヘ
ルパーを利用可能としたことで、より具体的な暮らしをイメージすることができる機会となっています。

（根拠・データ等）
・西区　精神障害者手帳所持者数：1,119人 自立支援医療（精神科通院）受給者数：1,764人

知的障害者手帳所持者数：664人

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

西区 高齢・障害支援課

320-8418

健康福祉局
５区（港北区、保土ケ谷区、鶴見区、旭区、神奈
川区）

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 ■７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

令和３年度に実施した西区版生活支援拠点のモデル事業の利用者からの感想
・実際に住みたいエリアで体験できたことで明確なイメージができた。
・「部屋の維持」にはヘルパーの支えを得てもいいことを学んだ。
・体験できたことで現実感とできていることへの自信がついた。
・家族の立場で、具体的な親子分離のイメージができた。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

令和４年度西区運営方針「障害のある人も住みやすい環境づくりを進めます」
精神障害者等が自立するためのステップとしてマンスリーマンションを活用し、併せて家事援助ヘルパーの利用も可能と
する生活体験を行う場を提供します。
・令和２年度西区版生活支援拠点のモデル事業

（上半期８月実施：見学・体験16名　下半期１月実施：見学・体験41名）
・令和３年度西区版生活支援拠点のモデル事業

マンスリーマンションでの体験に加え、家事援助ヘルパーの派遣を新規に実施
（上半期９月実施：見学・体験26名　下半期１月実施：見学・体験33名　）

・令和４年度西区版生活支援拠点のモデル事業
（上半期９月実施、下半期１月実施予定）

障害者生活体験事業（西区版生活支援拠点モデル事業）を希望する区（地域）が、各区の実情にあわせて実施できるよう
に予算化。
内訳）@500千円×６区（希望する区）

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 健康福祉局　障害施設サービス課



（様式２－２）

担当者名 九川 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 坂下 TEL

・24時間人工呼吸器使用者以外でも電源を要する医療機器を使用している対象者の把握。対象者への「わたしの災害対
策ファイル」の配付の推進と作成支援を行う。
・電源を要する医療機器を使用する障害児・者等に対し、非常用電源装置（蓄電池）の購入補助
内訳）＠62千円×１/２×3,000人（市内用電源医療機器（※人工呼吸器を除く）使用者）＝93,000千円
※人数については、西区で想定される対象者数から換算。
西区内「わたしの災害対策ファイル」配布者は26名（人工呼吸器使用者4名除く）。その他、訪問看護情報提供書や介護
保険認定調査から把握した要電源の医療機器使用者は56名（人工呼吸器使用者4名除く）。西区内で想定される対象者
は、約80名となる。

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 健康福祉局障害施策推進課

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 □７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

　令和３年度に実施した「要電源の医療的ケアを必要とする障害児・者等災害対策蓄電池貸与モデル事業」の対象者
は、吸引器や酸素濃縮器など、複数の医療機器により生命維持を行っている。対象者（家族）からの聞き取りから、体
温調節に必要な機器も体調管理上欠くことができず、停電に対する不安は24時間人工呼吸器使用者に劣らずある。ま
た、複数の機器を使用することで、それだけ消費電力量が高く、予備バッテリーだけで停電時に対応することは難し
い。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

・平成29年度、自助・共助のツールとして「わたしの災害対策ファイル」を作成し、医療的ケアを要する対象者へ配
付・作成支援を開始。
・令和３年度、西区運営方針「障害のある人も住みやすい環境づくりを進めます」の中で、「要電源の医療的ケアを必
要とする障害児・者等災害対策用蓄電池貸与モデル事業」を実施。
・令和４年度、「要電源障害児・者等への災害時医療用蓄電池モニター事業」を実施。

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

西区 高齢・障害支援課

320-8418

健康福祉局
13区（中区、港北区、都筑区、港南区、保土ケ谷
区、栄区、鶴見区、旭区、磯子区、泉区、神奈川
区、瀬谷区（一部賛同）、南区（一部賛同））

提案種別

予算関連

２年

項 目

◇地域ニーズ等の収集手段

8 要電源の医療的ケアを必要とする障害児・者等への災害対策（非常用電源購入費の助成制度について対象者の拡大）

◇地域の課題、基礎データ等

１．電源を要する医療機器を使用する障害児・者等は、地域防災拠点への自力での避難が難しく、また、国では自宅な
どで安全が確保できる場合には「在宅避難」が推奨されています。昨今の大規模災害等を受けて、最低３日分（７日分
推奨）の備蓄も推奨されていますが、要電源の医療機器使用者にとっては、災害発生等の停電の備えとして、電源確保
が課題となっています。
２．災害時個別支援計画「わたしの災害対策ファイル」作成状況から、予備バッテリーは６時間程度となっており、そ
れ以上の備えの対策がありません。また災害時に電源の充電を可能とする充電ステーション等の施設が身近にないこと
や、介護者の体制等から屋外に容易に出ることが困難な状況があります。
３．令和４年度から、要電源障害児者等災害時電源確保支援事業が開始されましたが、給付対象者が24時間人工呼吸器
使用者とAPD装置（自動腹膜透析）使用者に限定されており、吸引器等、その他の医療機器を使用している方も同じく対
策が必要と考えます。
　(根拠・データ等）
　西区内「わたしの災害対策ファイル」作成数37件　※医療的ケアを要する障害児・者を対象に配付

671-3604

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合
　本事業は令和４年度から開始した事業であり、まだまだ知名度も低く、災害等によって長期間
にわたる停電が発生した場合に生命の危険にさらされるのは24時間人工呼吸器を使用している方
に限らないため、電源喪失を伴う大きな災害が発生する前に少しでも早く、多くの人に非常用電
源を給付する必要があると考え横浜市社会福祉基金を活用し、対象の拡大を行います。

健康福祉局 障害施策推進課

◇対応の内容

一部対応する




	03r05nishi
	令和５年度予算編成に向けた「区提案反映制度」項目・対応状況一覧
	（１）デジタル区役所の実現に向けた実証実験の拡大
	（２）デジタル技術を活用した防災３拠点の情報連携強化
	（３）西区庁舎内の環境改善
	（４）市営地下鉄高島町駅周辺の安全で快適な歩行者環境の構築及び東横線廃線跡地の整備
	（５）地域課題のエキサイトよこはま２２（横浜駅周辺大改造計画）への反映
	（６）横浜駅周辺のポイ捨て防止対策
	（７）障害者生活体験事業（西区版生活支援拠点のモデル事業）の推進
	（８）要電源の医療的ケアを必要とする障害児・者等への災害対策（非常用電源購入費の助成制度について対象者の拡大）
	（９）西区平沼一之橋・二の橋周辺地域交通安全対策の推進




